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男女共同参画のつどい
講演会

標語コンテスト表彰

 ジェンダースペシャリストの⼤崎⿇⼦さんの講演会が開催されまし
た。テーマは「みんなで取り組むジェンダーギャップ」。ほかの⾃治体で
取り組んでいる事例や今話題になっているニュース等を交えとても分か
りやすく、参加者からのアンケートでも⾼評価をいただき、充実した時
間となりました。今後もこのようなイベントを通して、ジェンダーにつ
いての理解を深めていきたいと思いました。

2025.1.25

ジェンダースペシャリスト��⼤崎⿇⼦さん

MONTHLY MVP

男女共同参画推進事業者表彰

表彰事業者 パナプラス株式会社

事業内容  野菜苗の⽣産・卸 トマトの⽣産

取組内容  柔軟なシフト体制 適正な業務評価 
労働環境の改良改善

 ⼩学5年・中学２年⽣を対象とした男⼥共同参画標語コンテストの表彰を
⾏いました。

 ワークライフバランス、男⼥共同参
画の推進を積極的に⾏っている事業者
を表彰しました。
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令和の��に

⾃分らしく⽣き⽣きと暮らしておられるＮさん

 ⽣家では、⺟が外仕事の農業を⼀⼿に引き受け
職⼈の⽗や祖⽗が家の中での仕事をしていたの
で、⾷事の⽀度は⽗や祖⽗の役割でした。
 この両親の仕事分担はまさに『やれることをや
れる⼈がやる』という「男⼥共同参画」そのもの
でした。
 仕事を始めてからは県内初の製造業の⼥性⼯場
⻑として、『環境が整えば⼈材も育つ』をモット
ーに、勤務時間や休暇の取り⽅をその⼈その⼈に
寄り添って考えました。
 これまでの学びと体験の相乗効果で、基本であ
る平等意識が⾃然に⾝に付いたと思います。

男⼥共同参画推進に携わり20年になるＴさん

 三⼈兄弟の⻑⼥として⽣まれたっぷりの愛情
のもと育ちましたが、男の⼦だから⼥の⼦だか
らということなくできることは何でも教えられ
ました。
 仕事をするようになってから男⼥共同参画社
会の実現にはほど遠いと思う場⾯に何回か遭遇
し、男⼥共同参画社会を進めていくには地道な
努⼒が必要であると強く感じました。
 そこで、⼩学校・⾃治会・地域のイベント等
で腹話術をとおして男⼥共同参画社会の意識醸
成を図るため、⾝近な話題を題材に台本を作成
するなど活動してきました。

このコーナーでは、地域で活躍している魅⼒的な⼥性たちを
紹介し、彼⼥たちの⽣き⽅や経験を通じて、男⼥共同参画に
ついての意識を⾼め、地域全体での活性化を⽬指しています

 ご紹介する3⼈は共通して、幼少期の家庭環境の中で男⼥共同参画を強く意
識した経験を持っています。彼⼥たちの成⻑過程では、周りの⼤⼈たちの関
わりや⽀えが⼤きな影響を与えていました。⾃⼰形成が進む幼少期におい
て、⼤⼈たちの姿勢や考え⽅がいかに重要であるかを再認識しました。

�幼少期の経験が今を築く

地域で輝く⼥性たちを紹介しています！

家業を継ぐため⼀⽣懸命に取組をしてきたＭＫさん

 ⼀⼈っ⼦として⽣まれた私は家業である電気⼯事業を継ぐために、
電気関係の専⾨学校に進学しました。専⾨学校ではほぼ男⼦で⼥⼦は
230⼈中2⼈だけでした。
 卒業後現場で働き始めた当初は仕事もなかなかはかどりませんでし
たが、いつの間にか周りの⽅達から⼀⼈前と思っていただけるように
なり、楽しく仕事ができるようになりました。
 男だから⼥だからという考えはなく、⾃分の置かれた環境の中で⾃
分がすべきことを⼀⽣懸命やってきたような気がします。

地域で活躍する⼥性を募集しています。
⾃薦、他薦は問いません。ぜひご応募をご検討ください。

令和の「寅⼦」⼤募集

インタビュー
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今年度からWEB版に切り替わり、３回発行することができましたので、実施記録だけでなく
予定も掲載できるようになりました。
皆様の参考になったでしょうか。ご感想をお待ちしています。

編集/きららとちぎ編集員（栃木市男女共同参画地域推進員）
発行/栃木市生活環境部 人権・男女共同参画課 〒328-8686 栃木市万町９番２５号 TEL 0282（21）2162

ポイント

女性をめぐる課題が生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、
複合化。➡➡コロナ禍によりこうした課題が顕在化し、「孤独・孤立対策」といった視点

も含め、新たな女性支援強化が喫緊の課題。

【名称変更】 女性相談支援センター（婦人相談所） 女性相談支援員（婦人相談員）
女性自立支援施設（婦人保護施設）

困難な問題を抱える女性支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を
目的とする売春防止法から脱却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」
といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築。（昭和３２年施行された売春防止
法は「売春をなすおそれのある女子に対する補導処分・保護更生」が目的だった。）

女性の福祉 人権の尊重や擁護 男女平等 といった視点
を明確に規定

民間団体との「協働」による支援
支援対象者の意向を勘案
訪問、巡回、居場所の提供 官民連携・アウトリーチできめ細やかな支援
インターネットの活用等による支援

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面するこ
とが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への
支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進
し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを
目的として、令和6年４月１日に施行されました。

ＤＶ(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や交際相
手など親密な関係にある男性から女性へ（女性から男性へ）の
暴力をいいます。
ＤＶで困ったときは、ひとりで悩まず、ご相談ください。

栃木市配偶者暴力相談支援センター TEL 0282-21-2218
栃木警察署 TEL 0282-25-0110
とちぎ男女共同参画センター相談ルーム TEL 028-665-8720
認定NPO法人 ウイメンズハウスとちぎ TEL 028-621-9993

編集後記

ＤＶに悩んでいるあなたへ
相談してください

困難を抱える女性LINE相談＠とちぎ
・火曜日と土曜日の15時～22時まで

２次元コードを読み取るか、以下のURLを入力し
登録してください https://lin.ee/inKys5f
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